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校内研修資料： 人権委員会 
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～不登校問題を考える。長崎県立諫早東特別支援学校及び長崎県立子ども医療福祉センターとの連携から～ 

 

１．長崎県立諫早東特別支援学校の紹介 

長崎県立諫早東特別支援学校は、長崎県諫早市にある病弱部門の特別支援学校であり、長崎県立

こども医療福祉センター（医療型障がい児入所施設【以下：センターと略】）と隣接している。セ

ンター入所の児童生徒が通学している他、例外的に近隣に住んでいる肢体不自由の児童生徒も通学

することが認められている。(通学バスがないため、保護者送迎が可能な場合に限る) 

 

２．長崎県立子ども医療福祉センターの紹介（一部HPより抜粋） 

児童福祉法に基づく障害児入所施設であるとともに、医療法に規定する病院でもある。以前は、

整形外科による治療や生活訓練を中心としていたが、平成13年度から小児科各科を増設し地域療育

部門を新設。また、平成17年度から歯科、泌尿器科、耳鼻咽喉科の非常設科を増設し、現在はすべ

ての障害児を対象とした県下の拠点的な施設としての役割を担っている。入所される場合は、原則

として児童福祉法による利用契約となるが、障害児入所施設の対象とならない児童については、健

康保険による入院となる。本センターの特徴として子どもの心と体の発達の支援と治療を行ってお

り、発達障がい全般の他、不登校等心の問題にも取り組んでおり、養育相談に力を入れている。 

 

３．不登校問題への取り組みを通じての考察（長崎県立子ども医療福祉センター 小柳Drより） 

不登校問題は、1つの明確な問題が起因しているよりも、複数の問題が複雑に絡み合って起こる

場合が少なくない。 きっかけとなる出来事（誘発因子）が、生活環境（学校や社会）や家庭生育

環境、心理的環境（不安障がい、個々の特性）にそれぞれ関係することから、様々な角度から問題

を考えていく必要がある。また、不登校を悪として捉えるのではなく、子どもたちが抱えている問

題を客観的に捉えることが必要だ。その為には、当事者の子どもとの関係を丁寧に構築し、その子

どもから発せられた言葉をくみ取っていく。一方で、その言葉から発せられた問題を一つの問題と

して片づけるのではなく、他にも要因がないかを常にアンテナを張り巡らせながら捉えていくこと

が重要である。理由は、上記に記載している通りである。その際、我々大人が全てを解決するのは

なく、子どもたち自身の可能性を信じ、一緒に問題解決に向けて取り組もうとする姿勢を見せるこ

とが大切だ。心の問題は、本人の協力なしにはと解決に結びつかない。従って、当事者の子どもと

の信頼関係から安心感を与え、本人の長所や良さを認めることがやがて自己肯定感の向上を図るこ

とが求められる。不登校の児童生徒は、今この間にも苦しんでいる。画一的なアプローチではな

く、子ども一人ひとりのニーズに合わせた方法で、共に歩んでいく姿勢が我々に求められている。 

 

４．研修を受講して 

長崎県立諫早東特別支援学校は、医療型入所施設と隣接し、様々な事情から家庭から離れて施設

で生活する児童生徒が大半を占める等、本校と共通点があることから興味をもった。(本校と違い

一部通学生もいる) 本校同様、家庭生活を送れないが故に抱える問題もあり、センターと連携して

様々な取り組みを実践していて大変勉強になった。その中で、不登校問題は、どの学校でも起こり

うる問題であり、本校においても今後、過去に不登校歴のある児童生徒が在籍する可能性はあるだ

ろう。その時に、今回の研修を通じて学んだことをどう活かしていくのか、その為には何が必要な

のか、今後も、様々な不登校問題の事例と共に考えていきたい。 

人権研修を受講して① 
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～主体的・協同的に取り組む人権総合学習～ 貝塚市立東小学校（R2年度 大阪府教育センター研究フォーラムより） 

 

１．主旨 

新型コロナウィルス感染症拡大が子どもたちの生活に大きな影響を及ぼしている今、課題解決の

ために自分たちに何ができるのかを子どもたちと考えることが非常に大切である。そこで、本フォ

ーラムの分科会（持続可能な開発目標SDGｓと人権教育）では、子どもたちが身近な課題から仲間

の思いや人権の大切さについて理解を深めていく実践例とともに、講演を通じてSDGｓの理念であ

る「誰一人取り残されない社会の実現」に向けて、どのような人権学習に取り組むことができる

か、各学校の取り組みを通じて考えていく。 

※本報告では、貝塚市立東小学校の取り組みを紹介する。 

 

２．貝塚市立東小学校のめざす人権教育について 

貝塚市の中心部に位置する小学校であり、素直で元気な子どもたちが多く、協力的な保護者も多

数いる一方で、様々な課題のある児童も散見される。この学校では、人権教育にも力を入れてお

り、決してやらされている教育ではなく、自ら「やりたい」と思える教育を目指している。例え

ば、最初から「戦争はダメ」と教えるのではなく、子どもたち自身が様々な経験を積んで「自分か

ら戦争はダメと思えるような」学習をめざしている。 

 

３．研修について 

この研修では、次頁の学習指導案についての実践例をAくんに主軸を置いた形で展開された。 

 

※Aくんについて 

Aくんは、母親の病気等、家庭の事情から何事にも消極的で自己肯定感が低く、気分の安定が難

しいため、友だちとトラブルになってしまうことが度々あった。しかし、友だちと大きなトラブル

になってしまう場面で、母親をはじめ周囲が解決に向けて積極的に関わる中で、Aくんにも少しず

つ変化が見られ、家のお手伝いを頑張る姿が見られてきた。 

ある日の授業で、子どもたちから「１年生が困っている姿をよく見る」という意見が出て、生活

科の授業で取り組むことになった。１年生の教室に出向いて、一緒に教室探検をしたり、１年生が

よく行く特別教室までの順路を画用紙に描いて廊下に貼ったり、休み時間に一緒に遊んであげたり

と色々なアイデアが子どもたちから出た。その中で、Aくんも、休み時間に困っている１年生に手

をつないであげる姿が見られるようになった。 

 

４．研修を受講して 

研修で受講した貝塚市立東小学校の取り組みは、子どもたち自身が問題への気付きがあったから

こそ、様々なアイデアを出し、自ら取り組む姿勢が見られた。これこそが、本研修の主旨であった

「子どもたちが身近な課題から仲間の思いや人権の大切さについて理解を深める」実践例ではない

かと考える。人権教育は、学校種に関わらず全ての子どもたちに必要であり、持続可能な次世代の

社会を築く子どもたちにとって必要不可欠なものである。今回の研修を受けて、本校でどの様な人

権教育が必要であり、それが実践可能なのであろうか。今後も、様々な人権研修の参加を通じて深

めていきたい。 

人権研修を受講して② 
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校内研修資料： 地域支援委員会① 
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校内研修資料： 地域支援委員会② 
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はじめに 

今年度（令和 2年度）、本校では、健康安全指導部 防災係より防災士の育成をめざすこととなっ

た。 

これは、隣接する大阪整肢学院において、日常生活を行い、学校生活を本校で過ごす児童生徒の安

全と安心を確保すること、および災害時におけるリーダーシップを発揮できる専門性を有する人材の

育成により、地域の防災力の向上をめざすためである。 

今年度は、その防災士資格の取得に関する流れを研究内容とし、報告したい。 

 

＊＊取得までの流れ＊＊ 

ステップ 1：日本防災士機構が認証した研修機関が実施する「防災士養成研修講座」を受講。「研修履修証明」を取得。 

ステップ 2 ：日本防災士機構が実施する「防災士資格取得試験」を受験し、合格する。受験するには「研修履修証明」が

必要。 

ステップ 3：全国の消防署や赤十字社などの公的機関で、『救急救命講習』を受ける。 

ステップ 4：日本防災士機構に『防災士認証登録申請』を行う。 

 

【１】申し込み 

日本防災士機構 HP によると 24 県、27 市区町村等、32 の大学等教育機関、3 つの民間法人

で養成研修実施機関の紹介があったが、自治体が主催するものは一般的に主催自治体住民である

ことが条件であるなどし、今回申し込めそうなのは「防災士研修センター」の一択だった。しか

しコロナの影響で中止続き。今年度は無理かと思われたが、7 月より座席減で再開され「11 月大

阪（平日コース）」に申し込むことができた。 

 

【２】研修３～４週間前。履修内容を網羅した 360 ページ超の『防災士教本』を活用し防災士の

基礎学習を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災士 資格取得（健康安全指導部） 

防災士教本 履修項目 
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【３】『履修確認レポート』全 62 ページ。教本を読みながら作成。さらに『試験対策ブック』で

試験対策。（レポートは講習初日に提出。試験は講習 2 日目の終わりに行われる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【４】11/5～6 2 日間の講習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【５】２日目講習後の７時間目に試験。3 択式で 30 問出題され、80％以上の正答で合格。『試験

対策ブック』の難易度に比べると易しく、すぐ終わった。試験問題は回収。（→２週間以内

に合否の知らせ） 

 

【６】『救急救命講習』を受ける。救命救急講習もコロナの影響で、少人数枠での予約。 

※会場は一切撮影禁止であったため、講習風景はパンフレット記載のもの。実際はコロナ対策で間隔

をあけて着席。広い部屋に 80 名ほど。（男性 8 割強、女性 2 割弱。）ハードなスケジュールだった

が、講習の内容は、今後の校内での防災活動を考えるうえで、非常に役立つものとなった。 

履修確認レポート課題 試験対策ブック 
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【７】日本防災士機構に『防災士認証登録申請』を行う。 

→『防災士認証状』と『防災士証カード』が届く。（1月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資格取得の感想と今後の活動に向けて】 

日々学校の通常業務をこなしながら短期間に莫大な情報量を詰め込みながら、防災士の資格取得に

臨む状態となったため、頭の中が整理しきれていない部分もあったが、今回防災の幅広い分野につい

て知り、その専門性を習得する良いきっかけとなった。 

日本は地震・火山活動・土砂災害等自然災害が多いことを改めて再確認するとともに、耐震化・耐

震補強の大切さや、災害時には自助・共助がたよりということをこれまでの災害が教えてくれてお

り、それらの教えは無駄にしてはいけないと思った。 

災害発生じには、指示待ちになることなく、自分たち教職員が地域住民と協力しながら、判断しな

いといけない場面が生ずること、そして、自助が減災につながることを強く確認することができた。 

大地震や多くの災害がいつ起こるともわからない状況の今、校内や地域等の身近なところからでき

る備えを少しずつ進めることの重要性、また、少しでも危機管理に対する認識を深め、周りの人の防

災意識を高められるよう、今後の大阪府内支援学校の中でつなげられるようにしたい。 
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管外出張 報告 
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